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発注担当課：健康福祉部　子ども福祉課

契 約 内 容

５.契約金額

（１）事業内容　児童福祉法第６条の３第２項の放課後児童健全育成事業を実施するもの。

255,000,000 円（非課税）

（２）対 象 者　玉浦小学校に通学する、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生で、

令 和 13 年 3 月 31 日

　　　　　　　　甲が利用を承認した児童

４.履行期間

１.
２.

（２）対 象 者　１８歳未満の者
２．放課後児童クラブ業務

（１）事業内容　児童福祉法第４０条の規定に基づき、児童厚生施設として児童青少年に健
　　　　　　　　全な遊び場を与え、その健康を増進するとともに、豊かな情操の育成を図

１．児童館業務
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位

３.
業務委託

第１回 第３回

順
位

金　額
順
位

金　額
備　　考

令和７年度　岩沼市東児童館・放課後児童クラブ運営業務

決定

履行場所
業務種別
業務概要

岩沼市早股字小林３９６番地の１８外　地内

見積日時１.
研修室Ｂ（本庁６階）

予定価格

令和 7年11月28日　　午前11時20分
２.
３. 円（非課税）

見積徴取場所
255,000,000

2

特定非営利活動法人アスイク

3

5

金　額

1

契約先
７.契約先住所
８.指名理由 公募型プロポーザルにより、受託候補者となったことから１者の見積りによる随意契約とする。

６. 特定非営利活動法人アスイク
宮城県　仙台市宮城野区　鉄砲町中３－１４　テラス仙台駅東口２階

９.契約方法 随意契約

令 和 7 年 12 月 4 日

4

見 積 結 果

件 名

単位：（円）
第２回

番
号

¥255,000,000
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発注担当課：健康福祉部　社会福祉課

決定

費用の増が見込まれます。したがって、内申業者以外の者と契約を行う場合、費用面で市が
不利となるおそれがあります。
　以上のことから、根拠法令により、1者の見積りによる随意契約とする。

たものであり、同者以外の者と契約を行う場合、改めて環境構築等の準備を要することから、

９.契約方法 随意契約

するための生活保護システムの利用を行うものです。
　本市の生活保護システムは、国が示す標準仕様に適合したシステムへ移行するために令和
７年４月から環境構築等の事前準備を進めてきました。当該利用環境は、内申業者が構築し

７.契約先住所 秋田県　秋田市　南通築地１５番３２号
８.指名理由 　本件は、被保護者等の台帳管理、支給する保護費の算出等の生活保護業務を一体的に管理

令 和 8 年 3 月 31 日
５.契約金額 1,486,320 円（税込み）
６.契約先 北日本コンピューターサービス株式会社

４.利用期間 令 和 7 年 12 月 1 日

３.概　　要 　本件は、被保護者等の台帳管理、支給する保護費の算出等の生活保護業務を一体的に管理
するための生活保護システムの利用を行うものである。

契 約 内 容
１.借入場所 岩沼市桜一丁目6番20号　外　地内
２.業務種別 賃貸借

３.予定価格 1,351,200 円（税抜き）

１.見積日時 令和 7年11月28日　　午前11時40分
２.見積徴取場所 研修室Ｂ（本庁６階）
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北日本コンピューターサービス株式会
社

¥1,351,200
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令和７年度　生活保護システム利用
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